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民
生
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
赤
十
字
社
員
（
会
員
）
募
集

運
動
の
お
知
ら
せ

　

今
年
も
５
月
１
日
か
ら

　

今
年
も
５
月
１
日
か
ら
3131
日
ま
日
ま

で
の
間
、「
赤
十
字
社
員
（
会
員
）

で
の
間
、「
赤
十
字
社
員
（
会
員
）

募
集
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

募
集
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

「
赤
十
字
社
員
（
会
員
）」
と
は
、

「
赤
十
字
社
員
（
会
員
）」
と
は
、

赤
十
字
の
活
動
に
ご
理
解
を
い
た

赤
十
字
の
活
動
に
ご
理
解
を
い
た

だ
き
、
毎
年
継
続
し
て
５
０
０
円

だ
き
、
毎
年
継
続
し
て
５
０
０
円

以
上
の
社
費
（
会
費
）
を
日
本
赤

以
上
の
社
費
（
会
費
）
を
日
本
赤

十
字
社
へ
ご
協
力
い
た
だ
け
る

十
字
社
へ
ご
協
力
い
た
だ
け
る

方
々
の
こ
と
で
す
。

方
々
の
こ
と
で
す
。

　

昨
年
は
新
島
村
全
体
で
、

　

昨
年
は
新
島
村
全
体
で
、

４
６
７
，
１
０
０
円
の
活
動
資
金

４
６
７
，
１
０
０
円
の
活
動
資
金

の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が

の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

本
年
も
こ
の
運
動
期
間
中
、
皆

　

本
年
も
こ
の
運
動
期
間
中
、
皆

さ
ま
の
お
宅
に
婦
人
会
の
方
々
が

さ
ま
の
お
宅
に
婦
人
会
の
方
々
が

お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と

お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
い
た
し

ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

ま
す
。

■
狂
犬
病
予
防
定
期
集
合
注
射

の
お
知
ら
せ

　

新
島
村
で
は
下
記
の
日
程
で
、

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
を
実
施
い

た
し
ま
す
。
犬
の
飼
い
主
に
は
、

毎
年
１
回
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

飼
い
犬
の
登
録
を
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
お
知
ら
せ
の
ハ
ガ
キ
兼

（
問
診
票
）
を
送
付
い
た
し
ま
す

の
で
、
必
ず
ハ
ガ
キ
を
持
参
し
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
犬
の
登
録
を
さ
れ
て
い

な
い
方
も
、
会
場
で
登
録
と
注
射

が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▼
式
根
島
地
区

と
き　

５
月
11
日
（
水
）

場
所　

式
根
島
支
所

時
間　

９
時
〜
10
時

▼
若
郷
地
区

と
き　

５
月
11
日
（
水
）

場
所　

若
郷
会
館

時
間　

13
時
〜
14
時

▼
本
村
地
区

と
き　

５
月
12
日
（
木
）

場
所　

大
島
支
庁
駐
車
場
北
側

時
間　

10
時
〜
12
時

　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

手
数
料

○
予
防
注
射
代　

３
，
１
０
０
円

○
注
射
済
票
交
付　
　

５
５
０
円

○
新
規
登
録　
　

３
，
０
０
０
円

【
問
い
合
わ
せ
】

民
生
課
民
生
係　

☎

民
生
課
民
生
係　

☎
（5）（5）
０
２
４
３

０
２
４
３

■
国
民
年
金
保
険
料「
５
年
後
納
制
度
」

の
ご
利
用
に
は
申
込
が
必
要
で
す

　

平
成

　

平
成
2727
年年
1010
月月
11
日
か
ら
平
成

日
か
ら
平
成

3030
年
９
月

年
９
月
3030
日
の
日
の
33
年
間
限
り
の

年
間
限
り
の

特
例
と
し
て
「

特
例
と
し
て
「
55
年
の
後
納
制
度
」

年
の
後
納
制
度
」

が
開
始
さ
れ
て
半
年
を
過
ぎ
ま
し

が
開
始
さ
れ
て
半
年
を
過
ぎ
ま
し

た
。
た
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
て
過
去

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
て
過
去
55

年
以
内
に
収
め
忘
れ
た
国
民
年
金

年
以
内
に
収
め
忘
れ
た
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま

保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま

す
と
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す

す
と
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

申
込
が
必
要
で
す
。（
な
お
、
老

申
込
が
必
要
で
す
。（
な
お
、
老

齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用
は
出

な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用
は
出

来
ま
せ
ん
。）

来
ま
せ
ん
。）

※
詳
し
く
は

※
詳
し
く
は

「
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

「
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

☎
０
５
７
０
（
０
１
１
）
０
５
０

☎
０
５
７
０
（
０
１
１
）
０
５
０

　

ま
た
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務

　

ま
た
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
所
得
を
申
告
し
て
下
さ
い

　

平
成
28
年
度
分
の
国
民
健
康
保

険
税
は
、
平
成
27
年
中
の
所
得
で

決
ま
り
ま
す
。
受
付
期
間
中
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
27
年
中
に
所
得
が
無
か
っ

た
場
合
で
も
、
無
か
っ
た
こ
と
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
保
険
税
の

所
得
割
の
算
定
や
軽
減
の
判
定
、

高
額
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額

判
定
な
ど
の
た
め
に
必
要
と
な
り

ま
す
。
申
告
さ
れ
な
い
と
保
険
税

の
軽
減
も
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ぎ
の
人
は
申
告
が
不
要
で
す
。

①
村
へ
住
民
税
の
申
告
を
し
た
人
。

②
村
へ
公
的
年
金
な
ど
支
払
報
告

書
を
提
出
さ
れ
て
い
る
人
。

③
村
へ
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
さ
れ
て
い
る
人
。

④
税
務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告

を
し
た
人
。

必
要
な
も
の　

印
鑑

受
付
期
間　

5
月
9
日
（
月
）
〜

27
日
（
金
）

受
付
場
所　

企
画
財
政
課
税
政

係
、
各
支
所

問
い
合
わ
せ　

民
生
課
保
険
係

（
５
）
０
２
４
３
内
線
１
０
９

総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
司
法
書
士
に
よ
る
出
前
相
談
所

　

東
京
都
司
法
書
士
会
主
催
に
よ

る
無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
相
続
・
遺
言
・
土
地
・

建
物
・
登
記
・
暮
ら
し
に
お
け
る

ト
ラ
ブ
ル
・
成
年
後
見
制
度
・
生

活
再
建
」
と
い
っ
た
相
談
ご
と
に

関
し
ま
し
て
、
面
談
に
よ
る
無
料

相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
新
島
相
談
会

と
き　

5
月
13
日
（
金
）

場
所　

新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
2
時

　

交
通
手
段
の
関
係
で
や
む
な
く

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
際
は
何
卒
ご
容

赦
く
だ
さ
い
。
予
約
は
不
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
司
法
書
士
会
事
務
局
事
業
・

研
修
課

　　

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
正

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
正

午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

建
設
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
3
丁
目
老
人
ク
ラ
ブ
の
水
道
施

設
見
学
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

　

3
丁
目
老
人
ク
ラ
ブ
13
名
が
水
道

施
設
を
見
学
に
来
ま
し
た
。
地
下
水

を
く
み
上
げ
て
か
ら
各
家
庭
に
届
く

ま
で
の
過
程
、
施
設
の
し
く
み
や
重

要
性
を
村
職
員
が
説
明
し
ま
し
た
。
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◯
個
人
番
号
の
確
認
及
び
身
元
確

認
書
類

※
身
体
障
害
な
ど
に
よ
る
減
免
の

場
合
は
、障
害
者
１
人
に
つ
き
「
１

台
」
に
限
り
ま
す
。

※
減
免
が
受
け
ら
れ
る
障
害
の
種

類
・
等
級
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

税
政
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
平
成
28
年
度
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
の
利
用
開
始
に
よ
り
軽

自
動
車
税
の
減
免
申
請
書
へ
個
人

番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載

が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
書
類
を
提

出
す
る
際
に
は
、
本
人
の
個
人
番

号
の
確
認
と
身
元
の
確
認
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
個
人
番
号
通

知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
が
出
来
る

も
の
（
運
転
免
許
証
等
）
を
忘
れ

ず
に
持
参
し
て
下
さ
い
。
な
お
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
さ
れ
れ

ば
、
個
人
番
号
確
認
と
身
元
確
認

が
カ
ー
ド
1
枚
で
出
来
ま
す
。
代

理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任
者

の
個
人
番
号
の
確
認
と
代
理
人
の

身
元
確
認
と
と
も
に
委
任
状
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
法
人
番
号
に
つ

い
て
は
確
認
書
類
の
提
示
は
不
要

で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

企
画
財
政
課
税
政
係
☎

企
画
財
政
課
税
政
係
☎
（5）（5）
０
２
４
１

０
２
４
１

企
画
財
政
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
平
成
28
年
度
軽
自
動
車
税
の

減
免
申
請
に
つ
い
て

　

５
月
上
旬
に
軽
自
動
車
税
の
納

　

５
月
上
旬
に
軽
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
兼
納
付
書
を
発
送
し
ま

税
通
知
書
兼
納
付
書
を
発
送
し
ま

す
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に

す
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
手
続
き

該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
手
続
き

を
す
る
こ
と
に
よ
り
軽
自
動
車
税

を
す
る
こ
と
に
よ
り
軽
自
動
車
税

が
減
免
さ
れ
ま
す
。

が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
税
政

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
税
政

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
身
体
な
ど
に
障
害
が
あ
る
人
な

ど
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
（
障障

害
の
程
度
に
よ
る
）

害
の
程
度
に
よ
る
）

○
構
造
が
専
ら
身
体
障
害
者
等
の

利
用
の
た
め
の
軽
自
動
車
等

○
公
益
の
た
め
に
直
接
専
用
す
る

軽
自
動
車
等

申
請
期
限

　

平
成
28
年
５
月
24
日
ま
で

申
請
場
所

　

新
島
村
役
場
税
政
係
及
び
各
支
所

必
要
な
も
の

○
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

　
（
役
場
又
は
各
支
所
に
あ
り
ま
す
）

○
印
鑑

○
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
各
種
手
帳

○
車
検
証

○
減
免
対
象
の
軽
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
兼
納
付
書

■
第
1
回
東
京
都
島
し
ょ
地
域

中
小
企
業
等
振
興
補
助
事
業

　

島
し
ょ
地
域
の
中
小
企
業
等
が

地
域
資
源
を
活
用
し
た
特
産
品

開
発
・
観
光
振
興
等
を
目
的
と
し

て
新
た
に
実
施
す
る
事
業
に
対
し

て
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
公
益
財

団
法
人
東
京
都
島
し
ょ
振
興
公
社

が
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
事
業
者

①
個
人
事
業
者
、
中
小
企
業
、
組

合
等
、
財
団
法
人
・
社
団
法
人
・

特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
複
数
の

企
業
等
で
構
成
さ
れ
る
中
小
企
業

グ
ル
ー
プ
、
そ
の
他
地
域
活
性
化

に
資
す
る
取
組
を
行
う
と
認
め
ら

れ
る
法
人
等

②
創
業
を
具
体
的
に
予
定
し
て
い

る
方

※
東
京
都
島
し
ょ
地
域
に
主
た
る

事
業
所
を
持
ち
、
事
業
を
営
ん

で
い
る
こ
と
（
法
人
の
場
合
は
島

し
ょ
地
域
に
登
記
、
個
人
の
場
合

は
島
し
ょ
地
域
に
開
業
届
出
を
し

て
い
る
こ
と
）。

※
創
業
予
定
者
の
場
合
は
、
事
業

完
了
ま
で
に
島
し
ょ
地
域
に
登
記

ま
た
は
開
業
届
出
が
必
要
。

補
助
対
象
事
業
（
新
た
に
実
施
す

る
事
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
）

①
地
域
資
源
を
活
用
し
た
特
産
品

に
関
す
る
事
業

②
地
域
資
源
を
活
用
し
た
観
光
の

振
興
に
関
す
る
事
業

③
右
記
①
又
は
②
に
関
連
し
た
事

業
展
開
に
関
す
る
事
業

　

補
助
申
請
は
、
公
益
財
団
法
人

東
京
都
中
小
企
業
振
興
公
社
が
実

施
す
る
『
東
京
都
地
域
中
小
企
業

応
援
フ
ァ
ン
ド
地
域
資
源
活
用
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
助
成
事
業
」

（
以
下
「
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業
」）

へ
の
申
請
を
条
件
と
し
、
当
該
助

成
事
業
の
採
択
の
結
果
を
踏
ま

え
、
交
付
・
不
交
付
を
決
定
し
ま

す
。

補
助
金
及
び
補
助
率

○
補
助
限
度
額　

１
，
０
０
０
万
円

○
補
助
率　

補
助
対
象
経
費
の
9

／
10
以
内
（
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業

の
助
成
金
額
は
除
き
ま
す
）

締
め
切
り　

5
月
31
日
（
火
）

【
問
い
合
わ
せ
】

企
画
財
政
課
企
画
調
整
室

企
画
財
政
課
企
画
調
整
室

☎☎
（5）（5）
０
２
０
４

０
２
０
４

電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓

発
強
化
期
間

　
「
不
法
電
波
は
い
け
ま
せ
ん
！
」

　

総
務
省
で
は
6
月
1
日
か
ら
10
日

ま
で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知

啓
発
強
化
期
間
」
と
し
て
、
電
波
を

正
し
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

周
知
・
啓
発
活
動
及
び
不
法
無
線
局

の
取
締
を
強
化
し
ま
す
。

　

電
波
は
暮
ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な

い
大
切
な
も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー

ル
は
み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

関
東
総
合
通
信
局

▼
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
３
９

　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
３
９

▼
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
４
５

　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
４
５

▼
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
受
信
相
談

　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
４
４

　

☎
０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
４
４

大
島
支
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
愛
が
ん
用
の
野
鳥
の
捕
獲
は
禁
止

で
す

　

東
京
都
で
は
愛
が
ん
用
の
野
鳥
を
捕

る
こ
と
も
飼
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
違
反
す
る
と
処
罰
の
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

野
鳥
は
自
然
の
中
で
楽
し
み
ま

し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
総
務
局
大
島
支
庁
産
業
課
林
務
係

☎
０
４
９
９
２
（
２
）
４
４
３
１

０
４
９
９
２
（
２
）
４
４
３
１
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五島をつなぐ　～支庁の窓～　No. ２７
みなさんにとって身近な税金、自動車税に関してのお話です。

*+:｡.｡:+* *+:｡.｡ ｡.｡:+* *:..｡o ○　○ o｡..:* *+:｡.｡ ｡.｡:+* *+:｡.｡:+*
５月は自動車税の納期です

　　　　　　　　　　　　　自動車税の納税通知書は５月 2日に発送されます。
　　　　　　　　　　　　　お手元に届きましたら、5 月 31 日（火）までに
　　　　　　　　　　　　　お近くの金融機関等でお納めください。

*+:｡.｡:+* *+:｡.｡ ｡.｡:+* *:..｡o ○　○ o｡..:* *+:｡.｡ ｡.｡:+* *+:｡.｡:+*

Ｑ１　自動車税は誰が払うの？
　平成２８年４月１日現在の車検証上の所有者（割賦販売の場合は使用者）に納税義務があります。
また、年度途中に譲渡等で自動車を手放した場合でも、４月１日現在の所有者に一年分の納税義務がありま
す。

Ｑ２　年度途中で廃車した場合はどうなるの？
　年度の途中で廃車にした場合は、抹消登録が行われた月の翌月分から月割計算で減額となります。
既に税金を納めていただいている場合は還付されます。
　もし、所有する自動車に乗らなくなったときは、必ず廃車手続きをお願いします。
手続きがない場合は、翌年度も課税されてしまいます。

Q３　減免制度はあるの？
　障害者手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、減免を受けられる制度があります。減免申請が
お済みでない方を対象として、5 月 31 日 ( 火 )まで平成２８年度分の減免申請の受付を行っています。

※詳しくは、支庁総務課税務係（2-4411）又は東京都自動車税コールセンター（03-3525-4066）へご相談、
お問い合わせください。
　また、軽自動車に関するお問い合わせは新島村役場企画財政課税政係へお願いします。

「地質の日」記念行事

～式根島大浦・帆
ほ

縫
ぬい

原
ばら

周辺の地質見学～

　5月 10 日は「地質の日」です。「地質の日」とは、アメリカの地質学者たちが明治 9年に日本で最初の地
質図を発行した日にあたり、2007 年に関連学会や団体が発起人となり制定されました。
　新島村博物館では「地質の日」にちなんだ記念行事として地質見学会を実施します。
　今回は式根島北部で実施します。入江が多く平坦な式根島は、美しい景色の歴史豊かな島です。新緑の大
浦や帆縫原周辺を歩いてみませんか。
　なお、参加には予約が必要です。5 月 5日（木）午後 4時までに新島村博物館へお申し込みください。

日　時：平成 28 年 5月 7日（土）　昼 12：00 ～ 15：40　※雨天時延期：5月 14 日（土）
集　合：野伏港（新島から参加の場合は 11：20 までににしき乗り場集合）
コース：野伏港～信号付十字路～大浦～帆縫原～泊～野伏港（約 3km）
案内者：磯部一洋（新島村博物館館外研究協力委員）
参加者：小学生以上
費　用：無料（にしき乗船の費用はご参加者の負担となります）
持ち物：筆記用具、飲料水など
予約・問い合わせ：新島村博物館　☎　04992（5）7070




